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(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第2項の規定により特別天然記念物とし
て指定された野幌原始林(以下「原始林」という。)の適正な保存及び活用に向けた特別天然記念
物野幌原始林保存活用計画を策定するため、北広島市特別天然記念物野幌原始林保存活用計画
検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 特別天然記念物野幌原始林保存活用計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、原始林の保全と活用のために必要なこと。

(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者
(2) 北広島市文化財保護条例(平成6年広島町条例第9号)第4条第1項に規定する北広島市文化

財保護審議会の委員
(3) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱された日から前条に掲げる事項の調査審議を終了するまでとし、委員が
欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

北広島市特別天然記念物野幌原始林保存活用計画検討委員会について

〇北広島市特別天然記念物野幌原始林保存活用計画検討委員会設置条例（令和5年4月1日条例第12号）抜粋



(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた
ときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議
長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、そ
の説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委
員会が定める。 2



〇会議及び会議録の公開について

会議については、傍聴を希望する市民に公開することとします。

ただし、許可、認可等の審査、審査請求の審理、紛争処理、試験に
関する事務等に係るものであって、当該会議を公開することが適当
でないと認められるときは非公開とします。

また、会議録については、委員名簿を含め、市のホームページで掲
載し、市民がいつでも閲覧できるようにします。
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○北広島市情報公開条例 （平成11年3月24日条例第2号） 抜粋
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(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に
関する情報についての市民の知る権利を保障し、市政の諸活動について説明する責
任を全うするとともに、市民参加の促進とより公正で開かれた市政を実現し、市民
の市政に対する理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した市民主体の市政
の推進に寄与することを目的とする。

(実施機関の責務)

第3条 略

2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等、この条例により
公文書の公開を求めるものの利便に配慮しなければならない。

(会議の公開)

第20条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するも
のとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、審査請求の審理、
紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、当該会議を公開することが適
当でないと認められるときは、この限りでない。



北広島市特別天然記念物野幌原始林保存活用計画検討委員会
（名簿）

5

委 員 名 所 属

露崎 史朗
学識経験者
(北海道大学大学院地球環境科学研究院教授)

愛甲 哲也
学識経験者
(北海道大学大学院農学研究院 准教授)

矢部 和夫
学識経験者
(札幌市立大学 名誉教授／専門研究員)

首藤 光太郎
学識経験者
(北海道大学総合博物館 助教)

森下 徹
文化財保護審議委員
(北海道自然保護監視員）

清水 邦子
市民
(北広島森林ボランティアメイプル 会長）

国本 亜希子
市民
(学校法人北広島竜谷学園 広島幼稚園 副園長）



委員会オブザーバー
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氏 名 所 属

田中 厚志 文化庁文化財第二課天然記念物部門調査官

山本 正司 北海道森林管理局石狩森林管理署主任森林整備官

内田 和典 北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課専門主任

森田 寿雄 北広島市役所建設部都市整備課参事



（２）報告事項

○特別天然記念物野幌原始林調査委員会について
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過年度の調査業務・結果の総括

野̧幌原始林、周辺での調査業務

ÉR02～R04 特別天然記念物調査

ÉH30～R04 アクセス道路環境調査

調̧査区分

É動植物相調査

É植生図作成

É群落調査（植生調査）

É森林調査（毎木調査）

É利活用調査

2021/03 FRS 4

2022/03 3

2023/03 5

2019/07 NDS 2

2020/03 NDS 5

2021/03 NDS 1

2022/03 NDS 1

2023/03 NDS 1

R02

R03

R04

H30

R01

R02

R03

R04



[結果の総括] 動植物相調査

植̧物相
É追加指定地 261種（2021年）

É既指定地 未実施？

É道路用地周辺 406種（2019年）

É文献整理 市内・森林公園含む

動̧物相
É指定地 重要種調査の確認のみ

É道路用地周辺 2018年以降継続的

鳥類89種、両は4種、ほ乳類7種、昆虫646種
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2022/5 Ṍ8

2018/7 Ṍ19/6

2019/11 Ṍ20/3

2020/4 Ṍ21/3

1981

2007

2018

野幌丘陵とその周辺の自然と歴史（北海道開拓記念館編, 1981. 北海道開拓記念館研究報告6: 25-42）

北広島市史（北広島市史編さん委員会編, 2007. 北広島市）

野幌森林公園地域の種子植物相（水島未記ほか, 2018. 北海道博物館研究紀要 3: 79-118）

➡ 指定地の目録は不十分？ 周辺の結果も含めて作成する必要



[結果の総括] 植生・森林分布

植̧生分布図の作成（2022
年）
É指定地+周辺林分（過去の指定範囲や同
等の自然林が残存する区域）約450ha

ÉGISデータ・森林調査簿・空中写真を基
に、植生・森林の発達度を整理
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■Googleマップ■対象範囲と林種区分（国有林・民有
林）



対象範囲の植生の特徴

É 林齢と蓄積は指定地・その周辺およびレク森で高く、
追加指定地東部もそれに準じる。

É 範囲の62%を占める人工林は、林齢50年前後が多い
が、人工林として維持されている小班は6%程度のみ
で、多くは二次林化したり、風倒が生じていた。

■林齢分布

■植生分布

É 自然林は、過去に針広混交林、ミズ
ナラ林とされていたが、イタヤ・シ
ナノキ林に該当する。

É トドマツは一部にまとまって見られ
るが、針広混交林に区分するほどの
分布とはなっていない。

É 沢沿いには、ヤチダモ・ハルニレな
どの湿性林が見られ追加指定地に多
い。

É 追加指定地の一部などに火砕流堆積
地に成立するミズナラ・コナラ林が
見られ、本地域の特徴となっている。



[結果の総括] 森林調査（毎木調査）

毎̧木調査 合計24区+舘脇4区（+非自然林7

区）

É既指定地 15区 （1970年 4区）

É追加指定地 9区

É追加指定地・非自然林 7区

¸高木種32種を確認。多い樹種はミズナラ・トドマ
ツ・ハルニレ・シナノキ等。調査地選定の影響あり。

¸直径が1mを超えるものも見られる。

¸稚樹の更新状況は不十分。

1920

1973

1990

2018

2019

天然記念物調査報告 北海道の植物に関するもの（三好学,1920. 史跡名勝天然記念物調査報告,19）

北海道石狩国野幌森林の植物学的研究（舘脇操・五十嵐恒夫,1973. 札幌営林局）

野幌の森林・北海道の森林（石川幸男,1990.北海道の自然と生物3:1-8）

野幌原始林の成り立ちと推移（春木雅寛・東 三郎, 2018. 北林研, 66: 11-14）

特別天然記念物野幌原始林（俵浩三・佐藤 謙,2019北海道の自然57:61-52）
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[結果の総括] 森林調査（地域内での比較）

森̧林調査簿を基に比較

¸森林公園を含む江別・北広島市内の自然
林残存区域 約3600ha（内国有林約
900ha ）

天̧然林の林齢は、対象地域の森林が
域内でもっとも高く設定されている。

天̧然林の蓄積は、対象地域の森林は
100-250 m3が多く、森林公園内に
準ずる蓄積と設定されている。

■天然林の林齢分布



[結果の総括] 森林調査（大径木の分布）

残̧存大径木の分布・種組成を把握
・対象範囲 指定地とその周辺約28ha

※指定地と似た林分の周辺小班の個体も対象とした

※指定地の約半分程度の面積で実施し、全体を推定

・調査対象 周囲150cm（直径50cm）程度以上

463個体（421株）のデータを取得

É 22種の樹種を記録。ミズナラ・シナノキ・カツ
ラ・アカイタヤ・ハルニレ等。針葉樹はトドマツ
とイチイ。指定時にあげられた5樹種の大径木が
現在も生育

指̧定地全体の本数は、周囲1.5m以上800本（周
辺含め1200本）、周囲3m以上100本（140本）
程度と推定される。

60は小班ハルニレ63は小班コナラ

60は小班シナノキ60は小班ミズナラ



大径木調査の結果
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É 巨木は60・63林班に多い。59林班
はトドマツ育成のため伐採された？

É 周辺小班（59ろ・60ろ・63ろ）にも同
等の巨木が生育。

É ハルニレ・ヤチダモは追加指定地や
60は小班の堆積地などに見られる。

É コナラは追加指定地に多い。

É 追加指定地も合わせて多様な種組成
を含めることができる

É 指定地は小面積化しているが周辺に
も良好な森林環境が存在。

■調査木の分布

ha

59

60

63

27.8  401  46  220  34 8 8

1.5m Ṍ 3mṌ

7.2  99  9 154  1

8.8  90  18 201  12

4.6  183  15 220  22 2 5

7.2  29  4 114  6 2



■エゾシカの影響
É エゾシカの痕跡が多く見られ、

樹種によっては強い影響がある。

É オヒョウは大径木でも樹皮はぎ
により枯死している。

É 大径木以外では、アオダモ・イ
チイなどで樹皮はぎが見られる。

É 今後の森林の更新への影響が予
想される。

63は小班エゾシカの糞塊

59ぬ小班オヒョウ枯死

大径木調査の結果 ■トドマツの分布の現況

É 今回は成木253本、枯死木95本、稚樹
87本等を記録。最大直径は60cm程度。

É 現在大径木は60は・63は小班の一部に
集中する。明治期に多かった59林班で
はほとんど消滅。

は人工林と思われるトドマツ

É 指定地全域で600本
程度、大径木70本程
度と推定される。

É 小径木は追加指定地
は多いが、60は小班
などでは少ない。地
表更新が主か。

É 成木後の枯死が多く、
減少傾向は続くと思
われる。



[結果の総括] 森林調査（更新状況）
非̧自然林の更新状況を調査（2022
年）

・追加指定地の旧耕作地1か所（13区）、風倒地4か所、
人工林2か所を調査（過去の人工林調査地4か所）。

・方形区を設置して、高木種の稚樹（樹高0.5m以上）
の種名・樹高、主要林床種、ササ被度を記録

É旧耕作地はほとんどを外来種主体の高茎草本群落
が占め、稚樹群を含む低木群落は北側の5%程度
のみ。3m以下のシラカバやヤナギ類が多い。

É2018年の大規模風倒地には樹高2～5m程度に成
長している広葉樹が確認され、今後の更新も期待
できる。

É人工林内にも広葉樹の侵入が見られ、特にカラマ
ツ林では樹冠に達する広葉樹も混交し、今後放置
していても広葉樹林へと推移すると期待される。

高茎草本群落 低木群落

風倒跡地1 トドマツ人工林



[結果の総括] トドマツ遺伝分析
¸既指定地の自生木および更新稚樹と、周辺の植栽木との間で遺伝的な差異があるかどうかを確認
するため、遺伝分析を行った。

¸検体は、自生木・稚樹・植栽木の枝葉を採取（合計80個体）。

¸対象とする遺伝子は、核遺伝子（細胞のDNA)と葉緑体遺伝子（葉緑体のDNA)。

É遺伝的多様性：自生木、更新稚樹、植栽木とも、多様性に大きな違いはなく、十勝岳トドマツ天
然林と比較しても同程度の高い多様性を示した。

É遺伝的分化：自生木と植栽木で顕著な遺伝的な違いは認められなかった。

É今回の結果からは、周辺の植栽木が原始林と遺伝的に大きく異なっているとは言えなかった。

É調査対象個体については、植栽木から原始林への花粉流入は認められなかった。

祖先集団推定STRUCTURE結果 十勝岳トドマツ天然林のSTRUCTURE解析



1.令和4年度現地調査結果について

[結果の総括] 広島幼稚園利用アンケート調査

19

◯進め方、項目及び方法の検討
幼稚園の園長らに事前ヒアリングを実施

（6月）。その結果を踏まえ、アンケート調
査の方法と調査項目について検討。

○アンケート調査の実施

用紙を保護者・職員に配布してもらい、郵
送・ウェブで回答を回収した（11-12月）。
・保護者 対象：森組20名 回答：13名

・教職員 対象：25名 回答：13名

○調査結果の整理、とりまとめ
調査結果を集計し、今後の利用方針・天然

記念物指定への理解・一般向け活用等への意
向をまとめる。

■調査の実施内容

保護者園児 女児 男児 総計

4歳 1 1 2

5歳 3 3 6

6歳 2 3 5

総計 6 7 13

■回答者の概要

◯保護者 ◯教職員

勤務年数 その他 総計

～3年 2 3 5

～10年 3 3

10年～ 1 4 5

総計 3 10 13

「やかましの森」での実践の様子（2022年11月）



主なアンケート結果
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É 「森育」の取り組みについては、ほとんどが
高評価だった。

É 森で興味深いものとしては、カナヘビ・エゾ
サンショウウオ等の小動物、コクワ・ヤマブ
ドウ等の食べられる実が多く挙げられた。

É 安全面の心配事項としては、マダニ・エキノ
コックス・枝先などでのケガなどが挙げられ
たが、保護者の理解が見られた。

É 天然記念物の指定目的やルールはよく知らな
い人が多く、特に保護者では指定自体あまり
把握していなかった。

É 森林の今後については、保護・教育の場とし
ての活用・調査研究を多くの人が挙げた。あ
りのままの自然を守り、これ以上開発しない
ことを求める意見が多かった。

É 立ち入りについては、教職員が「幼稚園が認
めれば」としたのに対して、保護者は「部外
者は避けたい」という意見が見られた。

「やかましの森」での取り組みの評価

保護者 n=13 教職員 n=13

*5は「よりそう思う」 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

11 2 0 0 0 12 1 0 0 0

10 2 1 0 0 12 1 0 0 0

1 0 1 5 6 0 2 4 4 3

/ 12 1 0 0 0 13 0 0 0 0

原始林について今後大事だと思うことは

保護者 教職員

12 12

9 12

7 6

12 9

4 2

9 7

6 9

 森林の保護

 動物の多様性の保護

 地域本来の自然の再生

 自然教育の場としての活用

 地域住民のいこいの場

 生育する動植物の研究

 存在・大切さのアピール

「やかましの森」への立ち入りについて

保護者 教職員

2 8

6 4

7 4

4

幼稚園の許可があれば誰でも構

わない

教育関係者の見学であれば構わ

ない

動植物の調査や自然観察であれ

ば構わない　

園児・教職員・保護者以外の立

ち入りはしないでほしい

特別天然記念物に指定されていること

保護者 教職員

1 7

5 6

7 0

よく知っている

話には聞いたことがある

知らなかった

天然記念物の指定の目的やルール

保護者 教職員

0 3

5 5

7 5

よく知っている

何となく聞いたことはある

よく知らない



3年間の調査からわかったこと（野幌原始林の現状）
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【既指定地】と【追加指定地】の自然林

・追加指定地や周辺も含めて、多様な落葉広葉樹と針葉樹が生育する森林である。

・直径1m以上の巨木100本程度が生育するような森林が残されており、天然記念物指定時の
特性・価値が維持されている。

・追加指定地を合わせることにより、湿性林やミズナラ・コナラ林などの多様なタイプの森
林が含まれる。

・針葉樹トドマツは、明治以降の管理で増加し、戦後に台風の影響等により減少しているが、
現在も一部エリアに生育しており、この森林を特徴づけている。

・林床は全域でチシマザサが密生し、天然更新が限られていると思われる。

・指定地周辺ではエゾシカの目撃数が増加し、特定樹種で食痕が目立っている。

【追加指定地】の非自然林

・追加指定地には、風倒跡地を含む人工林が2割（約4.5ha）あるが、林床に広葉樹稚樹が生
育しており、落葉広葉樹林への推移が期待される。

・旧耕作地（約1.8ha）は外来植物の二次草地となっており、現在稚樹は少ない。



指定地における課題の整理 （計画の骨子に向けて）

22

(1)すぐれた自然林の保存における課題について

・天然記念物指定当時（約100年前）から現在までの変化を踏まえた、今後の予測と
保全・管理の方針

・今後の天然更新がなされるための対策（更新立地の制約、エゾシカの影響）

・指定地周辺の林分の取り扱い方針

(2)追加指定地の非林地における整備（森林再生）の課題について

・旧耕作地の森林への再生の方向性と方法

・人工林・風倒跡地の森林への再生の方向性と方法

・アクセス道路等からの外来植物の影響軽減について

(3)今後の活用について

・広島幼稚園のやかましの森の取り組みの位置づけについて

・その他の活用の方向性と方法について
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議 事

○計画策定までのスケジュール

○保存活用計画について



○計画策定までのスケジュール（案）

Å今後2年での策定を想定。１年目の今年は土台をしっかりと作り、外向けの
パブリックコメント、ワークショップなどは２年目に実施予定。

Å今年３回の委員会開催で素案を作り、公表できる状態になってから市民に
周知する。今年はあくまでも素案を作ることがベース。

Å１回目(7/19) ：目次、スケジュール、本質的価値

２回目(10～11月予定)：素案の大部分の作成を含む方向性、課題出しを

して大枠を固める。

３回目(2～3月予定) ：最終チェック

という流れで進めていくことが今年度の理想。
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（３）議 案
○計画策定までのスケジュール

25

文化庁「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域画・
保存活用計画の策定等に関する指針」より
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文化庁「文化財保護法に基づく文化財保存活用大
綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定
等に関する指針」より



○野幌原始林保存活用計画策定までのスケジュール（案）

4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

庁

外

庁

内

文

化

庁

庁

外

庁

内

文

化

庁

1

年

目

2

年

目

第1回

委員会

(骨子)

第2回

委員会

(素案)

第3回

委員会

(素案)

第1回

委員会

(市民参加

手続き等)

第2回

委員会

(最終

確認)

第3回

委員会

(確定)

住民ワークショップ パブリックコメント

委員会の設置

骨子作成 素案作成・修正

素案作成・修正 完成

相

談

相

談

相

談

相

談

文化庁・

市町村へ

送付

受

理

議会

報告

教育委員

会報告

議会

報告

教育委員

会報告
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〇目次について

28

Å(右表)文化庁の指針

文化庁「文化財保護法に基づく
文化財保存活用大綱・文化財保
存活用地域計画・保存活用計画
の策定等に関する指針」より

Å(別紙 資料２)野幌の目次案



〇本質的価値について

29



計画の骨子となる構成要素について

「本質的価値」について

指̧定当時の本質的価値

ṕ Ṗ ,1920. 
,19:p8 -11 Ṗ

Å

Å



ṕ1921 Ṗ ẑ320ha 1952

ṕ Ṗ

Å ṕ2019 Ṗ ẑ42ha20ha

ḯ ḯ ḯ

Å

É

É ṕ Ṗ ἳ 

É

「本質的価値」について



今̧日的な価値

V 100

V

¸

É

1m

É ṕ Ṗ

トドマツは、明治以降の管理で増加し、戦後に台風の影響等により減少しているが、現在

も一部エリアに生育しており、この森林を特徴づけている

É

湿性林やミズナラ・コナラ林などの多様なタイプの森林が含まれる

「本質的価値」について



■植生分布

既指定地 追加指定地 その他 合計

広葉樹林（イタヤ・シナノキ林） 85.5 12.5 44.3 142.3 

広葉樹林（ミズナラ・コナラ林） 0.2 0.6 0.7 

広葉樹林（ハルニレ・ヤチダモ林） 0.5 1.7 19.7 21.9 

広葉樹林（二次林） 1.3 172.7 174.0 

植林地（トドマツ） 0.4 79.9 80.4 

植林地（カラマツ） 2.4 7.0 9.4 

植林地（その他） 17.5 17.5 

植林地（風倒跡地） 1.6 12.2 13.8 

耕作放棄地 1.9 1.9 

合計 86.1 22.5 353.3 461.9 



「原始林の現状と課題」について
V

（１）保存の現状と課題

É「現状」森林の特徴をデータから記載する。種組成・サイズ構造など

É「課題」

（２）活用の現状と課題

É「現状」幼稚園の取り組み

É「課題」

①天然記念物指定当時から現代までの変化を踏まえた、各地区の推移の予測

②天然更新による森林の持続

③指定地と指定地区周辺の森林環境の保全、管理、役割分担

①特別天然記念物としての認知、理解の少なさ

②周辺地域と連動した活用



「原始林の現状と課題」について

（３）整備の現状と課題
É「現状」非自然林部分の現況

É「課題」

（４）運営・体制の現状と課題
É「現状」所有・管理状況

É「課題」

①人工林・風倒跡地の自然林再生

②旧耕作地の自然林再生

①国、市、民間（広島幼稚園）がそれぞれ所有しているため、体制、運営
等の役割を整理



「保存・活用の各施策」について
V

（１）保存・活用の基本方針

É現在の自然環境の保全を最優先する。

É活用は、教育的な利用、地域の自然環境の理解促進を基本とする。

（２）保存管理の方向性と方法

É法令等による環境の保全

É指定地については、保全による回復を期待

É天然更新の状況、部分定な劣化等を把握するため自然環境のモニタリングを実施



「保存・活用の各施策」について

（３）活用の方向性と方法
É周知の取り組み

É周辺地域と連動した取り組み

É幼稚園での教育利用

É自然再生地を利用した取り組み

（４）整備の方向性と方法
◆人工林・風倒跡地、旧耕作地の自然林再生

◆森林環境劣化への対策

（５）運営・体制整備の方向性と方法
É役割分担・責任の整理



６.その他

38

◇次回開催について

10～11月中に実施する予定


